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ズ
ラ
リ
と
並
ぶ
テ
レ
ビ
カ
メ

ラ
。
居
並
ぶ
記
者
。
張
り
つ
め
た

空
気
・
・
・
。
全
国
初
と
な
る
住

民
発
議
に
よ
る
合
併
協
議
会
は
、

報
道
各
社
が
見
守
る
中
、
粛
々
と

そ
の
幕
を
切
っ
て
落
と
さ
れ
ま
し

た
。協

議
会
で
は
、
ま
ず
、
会
長
に

瀧
口
凡
夫
宗
像
市
長
、
副
会
長
に

木
村
久
生
玄
海
町
長
が
就
任
。
委

員
の
紹
介
に
続
き
、
協
議
会
規
約

や
事
務
局
規
程
な
ど
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

最
初
に
話
し
合
わ
れ
た
の
は
、

協
議
会
を
公
開
に
す
る
か
否
か
。

住
民
が
ど
れ
だ
け
合
併
協
議
の
内

容
を
知
り
得
る
か
、
重
要
な
議
題

で
す
。

４
月
５
日
の
宗
像
市
臨
時
議
会

で
も
公
開
に
し
て
ほ
し
い
と
の
要

望
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

協
議
会
委
員
か
ら
は
、「
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
、
非
公
開
と
し
て
も
い
い
の
で

は
」
な
ど
の
意
見
が
出
ま
し
た
が
、

原
則
公
開
で
一
致
。「
自
由
な
発

言
が
で
き
る
よ
う
に
」、
と
傍
聴

規
程
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
合
併
の
協
議
が

住
民
に
開
か
れ
た
中
で
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
主
役
は
住

民
と
い
う
考
え
が
明
確
に
打
ち
出

さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
後
、
ど
れ
だ
け
の
人
数
で

合
意
と
す
る
の
か
、
予
算
は
こ
れ

で
良
い
の
か
な
ど
を
協
議
。
予
算

は
、
全
員
一
致
で
可
決
。
合
意
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
意
見

を
参
考
に
、
事
務
局
が
具
体
案
を

作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

協
議
会
は
会
長
１
人
、
委
員
25

人
か
ら
な
る
総
勢
26
人
。
宗
像
市

と
玄
海
町
の
行
政
、
議
会
、
学
識

経
験
者
と
し
て
の
住
民
代
表
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
回
の
協
議
会
は
、
５
月
21
日

の
宗
像
市
長
選
挙
後
の
６
月
末
か

ら
７
月
初
め
に
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

玄
海
町
長
の
木
村
で
ご
ざ
い

ま
す
。
瀧
口
市
長
か
ら
話
が

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
会
長
、

副
会
長
に
つ
き
ま
し
て
は
、

話
し
合
い
の
結
果
、
瀧
口
市

長
に
会
長
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。
私

は
、
副
会
長
と
し
て
の
あ
い

さ
つ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。私

は
こ
れ
ま
で
宗
像
市
郡

で
の
合
併
が
望
ま
し
い
と
主

張
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

ご
存
知
の
よ
う
に
、
玄
海
町

の
住
民
の
約
４
割
の
方
た
ち

の
署
名
を
も
っ
て
合
併
協
議

会
設
置
の
要
求
が
な
さ
れ
、

玄
海
町
議
会
で
も
合
併
協
議

会
設
置
の
可
決
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
宗
像

市
と
玄
海
町
の
合
併
に
つ
い

て
、
こ
の
協
議
会
で
き
ち
ん

と
話
し
合
い
を
し
、
合
併
の

可
否
を
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

先
日
の
徳
山
市
の
視
察
の

事
例
で
は
、
最
初
は
３
市
で

合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、

あ
と
に
な
っ
て
２
町
が
加
入

し
て
お
り
ま
す
。
私
と
し
ま

し
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
宗
像

市
郡
の
首
長
と
話
し
合
い
を

し
な
が
ら
、
可
能
で
あ
れ
ば

こ
の
合
併
協
議
会
に
福
間
町
、

津
屋
崎
町
、
大
島
村
も
加
わ

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
宗
像

市
郡
の
合
併
も
一
気
に
す
す

む
と
思
わ
れ
ま
す
。
よ
ろ
し

く
ご
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
し

ま
し
て
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
私
の
ご
あ
い
さ
つ
と

い
た
し
ま
す
。

ま
さ
に
春
爛
漫
の
季
節
、
今

日
は
宗
像
市
と
玄
海
町
の
合
併

協
議
会
第
１
回
で
ご
ざ
い
ま

す
。
委
員
の
皆
様
方
全
員
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。先
程
、

玄
海
の
木
村
町
長
と
の
協
議

で
、
私
、
瀧
口
が
宗
像
市
・
玄

海
町
合
併
協
議
会
の
会
長
、
木

村
町
長
が
副
会
長
、
と
い
う
こ

と
で
合
意
し
ま
し
た
。

会
長
と
し
て
委
員
の
み
な
さ

ん
に
次
の
３
つ
の
お
願
い
を
い

た
し
ま
す
。

一
つ
は
、
協
議
会
で
は
、
合

併
の
可
否
も
含
め
て
協
議
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
宗
像
市

と
玄
海
町
の
将
来
を
左
右
す
る

歴
史
的
な
事
業
で
あ
り
、
ご
先

祖
様
や
子
孫
に
た
い
し
て
も
、

責
任
の
あ
る
決
定
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

二
つ
目
は
、
宗
像
市
と
玄
海

町
の
先
行
合
併
を
行
い
、
最
終

的
に
は
１
市
３
町
１
村
の
大
同

合
併
を
め
ざ
す
、
そ
う
い
っ
た

視
点
を
も
っ
て
議
論
を
し
て
い

く
べ
き
、
と
思
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
合
併
は
自
治
体

の
将
来
を
左
右
す
る
問
題
。
そ

し
て
、
自
治
体
の
主
役
は
住
民

の
皆
様
で
あ
り
、
住
民
の
皆
様

に
ひ
ら
か
れ
た
形
で
、
そ
し
て

住
民
の
皆
様
の
意
向
を
十
分
踏

ま
え
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
た

い
、
と
思
い
ま
す
。

言
葉
は
足
り
ま
せ
ん
が
、
こ

う
い
っ
た
三
つ
の
こ
と
を
常
に

念
頭
に
お
き
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

協
議
会
で
の
協
議
内
容

を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

１．

協
議
会
の
公
開

に
つ
い
て

〈
提
案
説
明
の
概
要
〉

協
議
会
を
進
め
て
い
く

上
で
、
公
開
に
す
る
か
否

か
を
決
め
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
宗
像
市
、
玄
海
町

両
議
会
の
合
同
合
併
対
策

特
別
委
員
会
で
も
公
開
に

つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
、

ま
た
宗
像
市
の
臨
時
議
会

で
も
、
公
開
に
し
て
ほ
し

い
と
の
要
望
が
出
さ
れ
た
。

〈
主
な
意
見
〉

▽
住
民
に
合
併
問
題
を
よ

り
理
解
し
て
も
ら
う
意
味

か
ら
、
行
政
に
お
け
る
説

明
責
任
を
考
え
、
常
に
公

開
し
て
い
く
こ
と
を
基
本

に
し
て
も
ら
い
た
い
。

▽
基
本
的
に
は
公
開
す
べ

き
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
、
非
公
開
と
し
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
。

▽
住
民
の
福
祉
の
向
上
に

関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
原

則
的
に
は
公
開
す
べ
き
。

事
案
に
よ
っ
て
は
、
公
開

で
き
る
の
か
問
題
が
あ
る
。

住
民
の
中
に
は
合
併
に
賛

成
の
人
も
い
れ
ば
、
反
対

の
人
も
お
り
、
協
議
会
で

の
自
由
な
発
言
が
で
き
な

い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
傍

聴
規
程
で
配
慮
し
て
も
ら

い
た
い
。

▽
基
本
的
に
は
公
開
。
住

民
に
逐
次
、
協
議
会
で
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
協
議
さ

れ
て
い
る
の
か
わ
か
る
よ

う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

事
務
局
は
協
議
内
容
を
広

報
で
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。

〈
合
意
の
内
容
〉

原
則
公
開
。
た
だ
し
例

外
的
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、

そ
れ
を
含
ん
だ
傍
聴
規
程

（
案
）
を
事
務
局
が
作
成
。

次
回
の
協
議
会
に
提
案
す

る
こ
と
が
全
員
一
致
で
決

ま
っ
た
。

２．

合
意
の
方
法に

つ
い
て

〈
提
案
説
明
の
概
要
〉

協
議
会
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
検
討
事
項
に
つ
い
て
は
、

合
意
の
方
法
を
決
め
て
お

く
べ
き
。

合
意
の
方
法
は
一
般
的

に
は
多
数
決
だ
が
、
他
の

合
併
協
議
会
の
事
例
で
は
、

多
数
決
に
よ
る
決
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
事
例
と

し
て
は
、
全
員
一
致
を
原

則
と
し
て
お
り
、
ど
う
し

て
も
意
見
が
分
か
れ
る
場

合
は
、
３
分
の
２
以
上
の

合
意
、
あ
る
い
は
概
ね
の

合
意
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
。

〈
主
な
意
見
〉

▽
概
ね
の
合
意
は
あ
い
ま

い
す
ぎ
る
。
議
会
で
は
過

半
数
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
協
議
会
で
は
３
分
の
２

以
上
の
賛
成
を
も
っ
て
合

意
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

▽
基
本
的
に
は
全
員
一
致

の
結
論
が
出
る
ま
で
議
論

す
べ
き
。
し
か
し
な
が
ら
、

意
見
が
分
か
れ
る
場
合
に

は
、
せ
め
て
３
分
の
２
以

上
の
賛
成
が
必
要
で
は
な

い
か
。

▽
全
員
一
致
は
現
実
的
に

難
し
い
。
概
ね
の
合
意
は

７
、
８
割
の
合
意
と
考
え

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

過
半
数
を
も
っ
て
合
意
と

決
め
て
も
い
い
場
合
が
出

て
く
る
。

▽
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で

幅
を
持
た
せ
た
方
が
い
い

の
で
は
な
い
か
。

〈
合
意
の
内
容
〉

委
員
の
意
見
を
参
考
に
、

合
意
方
法
の
具
体
案
を
事

務
局
で
作
成
し
、
次
回
の

協
議
会
に
提
案
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

３．

合
併
協
議
会

予
算
に
つ
い
て

〈
提
案
説
明
の
概
要
〉

職
員
の
人
件
費
は
、
宗

像
市
と
玄
海
町
が
そ
れ
ぞ

れ
直
接
支
払
う
。
協
議
会

の
運
営
に
係
る
経
費
は
、

宗
像
市
と
玄
海
町
の
折
半

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
担

金
５
０
０
万
円
ず
つ
を
支

払
い
、
利
子
を
含
め
て
１

０
０
０
万
１
０
０
０
円
の

予
算
と
し
た
い
。

こ
の
ほ
か
、
県
費
補
助

金
と
し
て
３
０
０
万
円
の

利
用
が
可
能
だ
が
、
合
併

協
議
会
の
進
ち
ょ
く
に
あ

わ
せ
て
、
必
要
で
あ
れ
ば

補
助
申
請
を
し
た
い
の
で
、

そ
の
時
は
補
正
予
算
の
計

上
を
お
願
い
す
る
。

〈
主
な
質
疑
応
答
〉

（
質
問
）

▽
先
進
地
は
、「
協
議
会
だ

よ
り
」
な
ど
の
広
報
を
頻

繁
に
出
し
て
、
住
民
参
加

の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
住

民
に
広
報
し
て
い
る
。
広

報
は
こ
の
予
算
で
す
む
の

か
。

〈
回
答
〉

▽
住
民
に
知
ら
せ
る
広
報

は
、
協
議
会
の
進
ち
ょ
く

状
況
に
よ
っ
て
発
行
回
数

も
か
わ
り
、
予
算
も
左
右

さ
れ
る
。
不
足
す
る
場
合

に
は
予
備
費
の
流
用
を
お

願
い
し
た
い
。

〈
質
問
〉

▽
協
議
会
を
年
何
回
開
催

す
る
こ
と
で
予
算
計
上
し

て
い
る
の
か
。

〈
回
答
〉

▽
年
12
回
と
し
て
い
る
が
、

全
員
参
加
の
協
議
会
が
12
回

に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

小
委
員
会
も
考
え
ら
れ
る
。

合
併
の
形
態
と
時
期
が
決

ま
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て

協
議
会
の
開
催
頻
度
も
変

わ
っ
て
く
る
。

〈
合
意
の
内
容
〉

全
員
賛
成
で
、
協
議
会

の
予
算
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
協
議

会
で
は
、
議
事
録
の
正
確

性
を
規
す
た
め
に
議
事
録

署
名
委
員
を
置
く
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。

協議会は原則公開

創刊号�

「めざすは市郡合併」で一致
協議会冒頭での宗像市長、玄海町長のあいさつの概要を紹介し

ます。このあいさつの中で両市町長が、最終的には市郡合併をめ
ざしていることがわかります。

第
１
回

合
併
協
議
会
開
催

規
約
や
予
算
な
ど
で
合
意

協

議

事

項

玄海町長

木村 久生
宗像市長

瀧口 凡夫

宗
像
市

玄
海
町

宗
像
市
と
玄
海
町
の
合
併
問
題
を
協
議
す
る
「
第
１

回
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
」
が
４
月
17
日
、
宗

像
市
役
所
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
規
約
の
報
告
や
予
算

な
ど
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
同
協
議

会
は
原
則
公
開
と
な
り
、
住
民
に
開
か
れ
た
場
で
合
併

が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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創刊号　　　　　　　 宗 像 市 ・ 玄 海 町 合 併 協 議 会 だ よ り 平成12年６月１日 （12）

■昭和４０年
「市町村の合併の特例に関する法律」制定
■昭和５６年
４月 宗像町が市制を施行する際に、郡部の　
３町１村に合併を呼びかける

■平成７年
９月 玄海町議会で「広域行政に関する特別
委員会」を設置

１２月 宗像市議会で「広域行政調査特別委
員会」を設置

■平成８年
６月 宗像市長は、６月議会で宗像市郡の大
同合併の必要性を表明

■平成９年
３月 宗像市において、宗像市・玄海町・大
島村（１市１町１村）と宗像地区（１市
３町１村）の２パターンの合併を想定し
たシミュレーションの調査結果を発表

５月 玄海町は、合併に関しての研究をする
ため「玄海町将来構想研究会」を発足

６月 宗像市議会で合併対策特別委員会を設置
■平成１０年
３月 玄海町長は、「玄海町将来構想研究会」
の報告を受け、３月議会において宗像市
郡（１市３町１村）の大同合併の必要性
を表明

１０月 宗像市と玄海町で、合併実現に向け
必要事項の調査研究を進めるため、事務
レベルで構成する「宗像市・玄海町合併
研究会」を発足

１０月～１２月 宗像市・玄海町で合併に関
するアンケート調査実施
■平成１１年
３月 宗像市議会と玄海町議会で、合併に向
けて積極的な協議を進めるための「確約
書」を締結

６月 玄海町議会で「合併対策特別委員会」
を設置

７月 「市町村の合併の特例に関する法律」
改正

９月 宗像市議会で「合併対策特別委員会」
を設置

１２月 宗像市と玄海町の合併を目指す住民
団体「宗像人の会」による、合併協議会
設置の直接請求のための署名活動開始

■平成１２年
２月９日 「宗像人の
会」による、宗像市
と玄海町の合併協議
会設置の直接請求
４月５日 宗像市議会
と玄海町議会におい　
て、合併協議会設置
を議決
４月１７日 宗像市・
玄海町合併協議会の
設置
５月１日 合併協議会事務局発足

合併手続きの概要

（
協
議
会
の
担
任
す
る
事
務
）

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
行
う
。

（
１
）
２
市
町
の
合
併
に
関
す
る
　
　

協
議(

合
併
の
可
否
を
含
む
。)

（
２
）
新
市
の
建
設
に
関
す
る
基
　

本
的
な
計
画
の
作
成

（
３
）
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
ほ
か
、
２
市
町
の
合
併
に

関
し
必
要
な
事
項

（
委
員
）

委
員
は
、
次
の
者
を
も
っ
て
充

て
る
。

（
１
）
２
市
町
の
長
の
う
ち
会
長

に
充
て
ら
れ
た
者
以
外
の
者

（
２
）
２
市
町
の
助
役

（
３
）
２
市
町
の
議
会
の
議
長
及

び
副
議
長

（
４
）
宗
像
市
の
議
会
に
お
い
て
、

そ
の
議
員
の
う
ち
か
ら
選
出
し

た
者
　
２
名

（
５
）
玄
海
町
の
議
会
に
お
い
て
、

そ
の
議
員
の
う
ち
か
ら
選
出
し

た
者
　
２
名

（
６
）
２
市
町
の
長
が
協
議
し
て

定
め
た
学
識
を
有
す
る
者
　
10

名
以
内

（
７
）
２
市
町
の
職
員
の
う
ち
か

ら
２
市
町
の
長
が
協
議
し
て
定

め
た
者
　
４
名

２
、
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
議
の
運
営
）

会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が

出
席
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
開
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

２
、
会
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な

る
。

３
、
会
議
の
議
事
そ
の
他
会
議
の

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
会
議
に
諮
り
別
に
定
め
る
。

（
小
委
員
会
）

協
議
会
は
、
そ
の
事
務
の
一
部

に
つ
い
て
調
査
及
び
審
議
を
さ
せ

る
た
め
、
小
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

２
、
小
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が

会
議
に
諮
り
別
に
定
め
る
。

（
幹
事
会
）

協
議
会
に
提
案
す
る
事
項
に
つ

い
て
協
議
又
は
調
整
を
す
る
た

め
、
協
議
会
に
幹
事
会
を
置
く
。

２
、
幹
事
会
の
組
織
及
び
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定

め
る
。

（
事
務
局
）

協
議
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
協
議
会
に
事
務
局
を
置
く
。

２
、
事
務
局
の
組
織
及
び
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
２
市
町
の

長
の
協
議
を
経
て
、
会
長
が
こ
れ

を
定
め
る
。

（
経
費
の
支
弁
の
方
法
）

協
議
会
に
要
す
る
経
費
は
、
２

市
町
が
負
担
す
る
。

（
監
査
）

協
議
会
の
財
務
の
監
査
は
、
会

長
の
属
す
る
市
又
は
町
の
監
査
委

員
に
委
嘱
し
て
行
う
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
監
査
委
員
は
、
監
査

の
結
果
を
会
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
に
関
す
る
事
項
）

協
議
会
の
予
算
の
編
成
、
現
金

の
出
納
そ
の
他
財
務
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
会
長
の
属
す
る
市
又

は
町
の
例
に
よ
り
会
長
が
定
め

る
。

（
協
議
会
解
散
の
場
合
の
措
置
）

協
議
会
が
解
散
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
協
議
会
の
収
支
は
、
解

散
の
日
を
も
っ
て
打
ち
切
り
、
会

長
で
あ
っ
た
者
が
こ
れ
を
決
算
す

る
。

瀧
口
　
凡
夫�

吉
永
　
重
久�

花
田
　
隆
昌�

片
山
　
弘
毅�

木
村
　
久
生�

小
林
　
　
功�

村
田
　
良
之�

鎌
田
　
正
治�

三
浦
　
貞
雄�

河
東
　
義
次�

谷
口
　
晤
郎�

坂
本
　
守
正�

早
川
　
信
孝�

田
原
　
敏
美�

権
田
　
要
助�

清
水
　
正
博�

西
山
　
　
功�

森
　
　
正
彦�

岡
山
　
昌
裕�

山
下
恵
美
子�

石
橋
　
　
誠�

小
林
　
賢
二�

村
田
　
繁
美�

佐
藤
　
周
子�

松
石
　
美
栄�

佐
藤
　
光
俊�

�

宗
像
市
長
（
会
長
）�

宗
像
市
助
役�

宗
像
市
総
務
部
長�

宗
像
市
企
画
調
整
部
長�

玄
海
町
長
（
副
会
長
）�

玄
海
町
助
役�

玄
海
町
総
務
課
長�

玄
海
町
企
画
財
政
課
長�

宗
像
市
議
会
議
長�

宗
像
市
議
会
副
議
長�

宗
像
市
議
会
議
員�

宗
像
市
議
会
議
員�

玄
海
町
議
会
議
長�

玄
海
町
議
会
副
議
長�

玄
海
町
議
会
議
員�

玄
海
町
議
会
議
員�

宗
像
市
行
政
区
長
代
表�

宗
像
市
商
工
会
代
表�

福
岡
県
厚
生
事
業
団
常
務
理
事�

宗
像
市
女
性
代
表�

玄
海
町
行
政
区
長
代
表�

玄
海
町
商
工
会
代
表�

玄
海
町
漁
協
代
表�

玄
海
町
女
性
代
表�

福
岡
県
総
務
部
地
方
課
長�

福
岡
県
企
画
振
興
部
地
域
政
策
課
長�

�

行　　　政�議 会 議 員 �学 識 経 験 者 �

宗 像 市 �玄 海 町 �宗 像 市 �玄 海 町 �宗 像 市 �玄 海 町 �県 �

■両市町の人口、世帯数、面積の比較�

宗 像 市 �

80,922�

28,433�

  76.82

玄 海 町 �

10,085�

  3,300�

  34.68

　計  　�

90,980�

31,733�

 111.5

区　　分�

人口（人）�

世帯数�

面積（km）�
2

（平成12年３月末）�

■産業構造別就業人口の比較�
　　　　　　　　（就業人口=15歳以上で収入になる仕事に就いている人の数）�

第１次産業�

第２次産業�

第３次産業�

　合　計�

宗 像 市 � 宗像市+玄海町�玄 海 町 �

�

1,133�

7,535�

24,976�

33,644

 　�

3.4�

22.4�

74.2�

100.0

�

969�

923�

2,411�

4,303

 　�

22.5�

21.5�

56.0�

100.0

�

2,102�

8,458�

27,387�

37,947

 　�

5.5�

22.3�

72.2�

100.0

�
・第１次産業=農業、林業、漁業など・第２次産業=鉱業、建設業、製造業など�
・第３次産業=電気・水道業、運輸業、卸売・小売業、金融業、サービス業など�

就業人口（人）� 就業人口（人）� 就業人口（人）�率（％）� 率（％）� 率（％）�

（平成７年度国勢調査より）�

合併協議会の設置�

合併に係わる協議�

市町村建設計画の作成�

合併の申請書の作成�

県議会の議決�

県知事の決定�

自治大臣告示�
（合併の効力の発生）�

宗
像
市�

宗
像
市
議
会
の
議
決�

玄
海
町�

玄
海
町
議
会
の
議
決�

玄
海
町�

宗
　
像�

市
役
所�

これまでのうごき

第
１
回
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
で
は
、
同
協
議
会
の

規
約
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
規
約
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

宗
像
市
・
玄
海
町

合
併
協
議
会
規
約

事
務
局
長
　
立
石
　
実
（
宗
像
市
）�

局
長
補
佐
　
井
上
　
均
（
玄
海
町
）�

調
整
係
長
　
河
野
克
也
（
宗
像
市
）�

係
　
　
員
　
大
森
晴
源
（
玄
海
町
）�

　
　
　
　
　
安
部
　
真
（
宗
像
市
）�

事 務 局 �

大島村�
地島�

玄海町�

宗像市�津屋崎町�

福間町�

古賀市�
若宮町�

宮田町�

鞍手町�

遠賀町�
岡垣町�

芦屋町�

勝島�

白砂青松のさつき松原（玄海町）

宗像市総合市民センター・宗像ユリックス（宗像市）

■ここでは、宗像市と玄海町を数字で見ていきます。

お互いのまちをもっと知り合うためです。

■
合
併
協
議
会
会
長
と
委
員

宗�像� 玄�海�

＆�

─２─


